
第３回新城市市民自治会議

平成３０年１０月２４日（水）午後６時３０分から

新城市役所４階第１会議室
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開 会 午後６時３０分

○まちづくり推進課長 それでは済みません。

定刻になりましたので、若干１名の方、出席

を聞いております１名の方がおくれますとい

うことでありましたので、ただいまから第３

回新城市市民自治会議を始めさせていただき

ます。

また本日は大変お忙しい中、お仕事でお疲

れの中を御出席いただきまして、ありがとう

ございます。

それでは初めに会長より挨拶をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○会長 皆さん、こんばんは。きょうが第３

回目になりました市民自治会議であります。

市長のほうから諮問を受けまして、公開政策

討論会のあり方について、今作業部会のほう

で検討していただいているものです。私個人

としてはその報告が非常に待ち遠しくて、自

分なりのいろんなプランを描いておりますけ

ども、まずもっていろいろ御検討いただいて

ですね、内容を非常に幅広い視点からいただ

いております。

また新城に限らず全国の市町村の中でも、

きょう話題に出てくると思いますけども、こ

のようなですね、政策のあり方をめぐる真摯

なやはり議論の場というのを、何がしかの方

法で設ける必要があるというふうに、いろん

な検討が始まっています。新城でどのような

勉強をされるのか、きょう非常に楽しみであ

りますけれども、今後ですね、御報告をいた

だきながらその中身をですね、本市民自治会

議も責任を持って、受けとめて答申にもって

いけるようなですね、検討を始めていきたい

というふうに思います。

きょうはその前に報告としてですね、非常

に重要な市民参加のですね、仕組みについて

の報告もありますので、まずそれを確認して、

きょうは開会しますけれども、皆さんから積

極的に意見交換をしていただきます。よろし

くお願いいたします。

○まちづくり推進課長 ありがとうございま

した。

それでは、早速次第に従いまして、報告事

項、議題と進めさせていただきますが、新城

市市民自治会議条例の第６条に基づきまして、

これからの取り回しにつきましては、議長で

あります会長にお願いいたします。

○会長 はい。それではただいまからの時間、

私のほうで進行させていただきます。よろし

くお願いいたします。

（略）

はい。それでは本日の議題のほうに移りた

いと思います。

本日の議題（１）公開政策討論会について、

こちらのほうですね、ただいまから審議をし

ていくようにしたいと思います。

では事務局のほうから、説明をお願いしま

す。

○事務局 はい。３の議題の第一、公開政策

討論会についてというところでございます。

こちらはですね、第１回の市民自治会議で提

案させていただきました、公開政策討論会検

討作業部会をですね、組織しまして、これま

で４回ですね、会議を進めてまいりました。

公開政策討論会の作業部会は、市民自治会議、

こちらの会議の下部組織として、組織されま

した。７月２０日の日にですね、第１回の会

議が開催されまして、月１回のペースで、会

議を開催しております。

委員の方々につきましては、昨年秋に市長

選で開催されました公開政策討論会を企画運

営された方、３陣営ありましたので、その陣

営から各お一人の３名、これまで討論会を主

催されてこられましたＪＣ、新城ＪＣから２

名、一般公募させていただいた方２名、そし

て市民自治会議のほうから、○○さんと○さ

んの２名ですね。合計９名で、会議を進めて
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まいりました。

その中でですね、きょうつけさせていただ

いたのは、作業部会の部会長の○○さんがで

すね、会議の終わった後、振り返りというこ

とで、つくっていただきました資料、まとめ

の資料でございますが、１から７ページまで

あります。

で、その中でですね、作業部会の委員の合

意事項としてですね、公開政策討論会は、立

候補予定者の考える政策や人柄について、熟

議・熟考の機会の提供のために必要であると

いうこと。また公開政策討論会は、市民が市

長選の立候補予定者の政策を知るため開催す

る、市民のため、市民のために、市民が知る

ために開催するということが、会議の中で皆

さん御了解いただきまして、合意された事項

でございます。

また課題としましては、これまでですね、

開催されてきた討論会に集まる方、参加され

る方が同じ顔ぶれであって、特に若い人たち

の関心や興味が低いのでは、という点が指摘

されました。

○会長 今済みません。どこ読んでるんです

か。

○事務局 あ、ごめんなさい。資料は資料と

してつけさせていただいたんですけど、大き

なまとめとして、ちょっとええ。させていた

だいております。

○会長 そうですか。はい。

○事務局 はい、済みません。

○会長 皆さん、いいですか。はい、お願い

します。

○事務局 でですね、それを解決する策とし

てですね、市政や選挙に対して興味や関心を

持ってもらえるように、模擬投票やマニフェ

ストの検証、市の課題等の洗い出し等ですね、

の主権者教育を行う必要があるのではないか

ということで、意見が出されました。

そこでですね、公開政策討論会の企画運営

する前段階として、有識者やＪＣの方、ＪＣ

のＯＢの方、まあ一般公募の方も合わせて、

会議体を構成して、市政や政策に興味・関心

のないであろう市民の方に対して、関心の向

上を目的に、主権者教育を行っていこうとい

うことで、勉強会をですね、進めていったら

どうだという意見がございました。

またその団体の中からの有志、または既存

の団体のＪＣの方々を絡めまして、公開政策

討論会を主催する団体をつくればいいのでは

ないかという案が出されました。

で、こちらの点につきましては、６ページ

にあります公開政策討論会のあり方のイメー

ジ図、前回の市長選挙から次回の市長選挙ま

での間、こちら４年間になるんですけど、こ

の間で、まず市政や選挙等に関心を持ってい

ただくような催し物、勉強会等を団体が行い

まして、そちらのほうから人材を輩出して、

公開政策討論会に中心となる方々で、団体を

つくりまして、こちらで公開政策討論会を行

ったらどうだという意見がございました。こ

ちらが４年間のフロー図っていうんでしょう

かね。団体の流れをまとめたものでございま

す。

主権者教育の話題がありまして、ほかの団

体でですね、主権者教育を行っている団体の

お話を伺いたいという委員さんの意見がござ

いまして、次回の１１月の会議にはＪＣとの

意見交換をすることが決定しました。

今、作業部会では、団体主催者側の団体に

ついてはどのような団体がいいのか、またど

んな主権者教育をしていくのが効果的かとい

うことを、検討・協議している状況でござい

ます。

こちらからは以上でございます。

○会長 皆さん、よろしいですか。きょうこ

の資料って、皆さん事前にいただいた。きょ

うこの場でですか。事前にいただいたたとい

うことでいいですね。ということはもう皆さ

ん、いいですか。はい。

じゃあここからですね、一応まあこれ、１
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回２回３回４回と回を重ねるごとに、論点を

絞って、そしてその中で特にやはり今回の公

開政策討論会っていうのを、目的や方法や、

それからそこから何を引き出すのか、そのあ

たりのところは随分詰めてこられたというふ

うに理解していますが。それできょう、○○

さんの意見も出されてるんですね。

○事務局 はい。きょうですね、○○委員さ

んが欠席されるということで、公開政策討論

会の作業部会への傍聴も、○○さん来ていた

だいておりまして、その意見ということで、

文書をデータで送っていただいたものですか

ら、資料の一つとして、今回つけさせていた

だきました。

○会長 はい。これ紹介したほうがいいんじ

ゃないですか。

○事務局 はい。

○会長 皆さん、読んでないでしょう。

○事務局 はい。○○さんはですね。２回…

○会長 今、皆さんに読む時間を。

○事務局 あ、いいですか。済みません。

○会長 そういう時間を設けないと、一回、

ここで５分ほど皆さん、読んでいただいて、

懇談します。

では皆さん、大体お読みいただけたでしょ

うか。それでは○○さんのね、お考えも御紹

介を今、皆さんに今しました。で、その分も

踏まえて、今からそれぞれのお考えをお願い

します。

どうでしょうか。公開政策討論会について

ということですけども、これについては委員

の皆さんの自由な意見交換でいいか、あるい

は特に第４回目のところあたりは、随分具体

的に紹介されてますけど、そういう絞られた

論点について意見交換していく、どうしまし

ょうか、課長。

○まちづくり推進課長 そうですね。まず出

ておられた○○さんと○さんの話も少しこう、

伝えて、委員として少し伝えていただくとこ

ろもいいのかなと。大体書いてあるとおりで

すし、○○さんのこの報告にあるとおりだと

思うんですが、その中でも公開政策討論会の

中でも、やはり主権者教育というところもや

はり一つ絡んできてまして、その主権者教育

をやっていく場合にどういう方法があるのか

っていうところも、まだ結論は出てない段階

だと思うんですが、そのやはりこう、選挙と

か公開政策討論会や、そういう足を運ぶよう

な方向にしていくことが大切じゃないかって

いうところもひとつ出てまして、またそれは

切り離してもいいような気もするんですが、

結局は切り離せない部分でもあるような気も

しまして、そこに対して市民自治会議ってい

うのはどういう形でこう、何て言うのかな。

手を差し伸べるというか、助言するというか、

そういうことはできるのかなっていう疑問も

投げかけられてはいましたので、まあ逆に公

開政策討論会を主催とかやりなさいっていう

ことを、この市民自治会議からは言えないっ

ていうことは、副会長のほうからも言っても

らってるところであって、確かにそういうと

ころだとは思うんですが、何かに関してこう、

市民自治、まあそういう主権者としての自主

性のようなものをこう、市民が持てるように

するために、何かこう市もそうなんですけど、

かかわってく方法とか、そういう教育の方法

とか、そういうところがないかなというとこ

ろで、こう勉強会などもできたらなという意

見も出てましたので、そういったかかわり、

主権者教育と、また公開政策討論会の常設化

の部分だけは切り取ってみると少し違ってい

る気もするんですが、そのつながりというの

は切っても切れないものだと思いますので、

そこのところの市民の民度って言うんですか

ね。高める方法等々をこう、検討できたらと

いう部分も確かにありましたので、そういう

ところで御助言をいただければと思います。

○会長 はい。それでは後で皆さん、自由な

立場で感想なりあるいは意見を述べていただ

ければ結構ですので、その前にまず、作業部
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会に参加をされている、じゃあ○○さんどう

ぞ。はい。ちょっと皆さんに率直にいろいろ

とこう。

○副会長 はい。作業部会４回に行ってきま

した。１回目２回目はどちらかというと、こ

うまとまらないというか、意見はいっぱい出

るけども、まとまらない。方向とかあんまり

ないし、こういうことって具体的に出ること

も少なかったです。

公開政策討論会はあくまでこれは市民のた

めに開くものであって、候補者のために開く

ものじゃないよねって。市民が知るため。そ

のためにこういう場を持つということが目的

だよねって。これはいろいろ意見がある中で

も、先ほどいったみんなの中では、確認が取

れました。どんな人が集まって、果たして話

し合いになるのでしょうかと思ったんですけ

ど、いろんな人がいるから、いろんな意見が

出てきて、で、やっぱり目的はっきりさせよ

うねって。やるとしたら、その目的はみんな

のために、ということで、ただみんなのため

にやるっていうことは、とってもいいんだけ

れども、でも誰がやるんですかっていうとこ

とで、すごく難儀してきます。まだしていま

す。主催者、誰になるんだろうかっていうと

ころで、３回目の作業部会も、例えばこれは

主権者教育を行う団体っていうことにして、

考えてしまったんですが、実際に討論会その

ものを開くとしたときも、誰が、誰がやると

言い出すのですか、っていうのは、まだちょ

っと宿題というか、この辺に置いたままにな

っています。

例えば「やりたい」って言う人がやっても

いいんじゃないっていう話もあったんですが、

「やりたい」って言う人がある候補者を支援

する団体の人ばっかりだったらどうするのみ

たいな話になるので、この討論会はいいけれ

ど、その討論会を誰がどういうタイミングで、

出していくかっていうことは、ちょっとまだ

宿題というか、やると決めたと、決めるとし

ても、うーん、悩んでいます。

ということで、去年会って初めての討論会

は、本当に自然発生的にスタートしてきたん

で、よかったんですけど、あれはほんとにま

れに見る運がよかったことなんだろうという

ふうにみんな思ってて、だからこれから先、

意図的にそういうものを企画・運営していく

としたら、誰がいつどこで、どういうタイミ

ングでやっていくのかっていうのは、すごい

まだまだ宿題のままです。

で、と同時に、このことを果たして条例と

して、決めていったほうがいいのかどうか、

条例化するかどうかっていったこともまだ、

まだ条例化しましょうっていうふうな話し合

いにはなってなくって、条例にするとどうな

るのとか、条例にしなかったらどうなるかね

っていうような話が出ています。

で、４回目の資料、きょうつけてもらった

資料なんですけれども、やっぱりここだとも

うこないだの分の、ほんとに主権者教育をど

うやるかとか、ほんとに関心がない人がどう

やって足を運んだり、関心を持ってくれるか

っていうことは、どうしたらいいんだろうか

っていうことが、かなりの時間を割いて、話

をしました。で、青年会議所のメンバーがい

るので、今回はこの次は青年会議所の例会と

いうことで、彼らと一緒に、青年会議所の人

も一緒になって話し合うみたいな、やってみ

ようということにはなったんですが、この作

業部会でどこまで決める、決めるというか、

こう何だろう。固めてしまっていいのだろう

かっていうことも、ちょっとみんな迷いつつ、

まだまだちょっと迷いつつ、話を出していま

す。

それから主権者教育っていう言葉自体が上

から目線だよねっていう話も出て、私たちが

いい新城をつくるために何かをやるようなそ

ういう言葉ができたらいいねっていう発言が

出てて、多分続けていったらこの討論会その

ものもそうなんだけれども、続けていったら
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新城市はすごくいろんな意味で変わるんだろ

うなっていう気はしますが、最初のスタート

誰がやるの、とか、どういうタイミングでや

るのとかいうことを、まあまだまだ暗中模索、

迷いつつ。ただ誰のためにやるかだけははっ

きりしたので、私たち自身のため、市民のた

め、みんなのために、みんなで協力し合って

つくっていくものっていうことは、そうだね

っていうのは、・・・はい。

まだ迷ってますというか、悩んでますとい

うか、だからこの実際に議事録とかこういう

中身を見ていただいて、意見をいただければ、

またそれが次につながっていくことになると

思います。

今そんな状況です。

○会長 ああ、そう。わかりました。

○副会長 ○○さんがすごいがんばってまと

めてくれるので、私ぐちゃぐちゃにメモをと

っていましたが、こうやってまとめてくれた

ので、すごいありがたいです。

○会長 はい。あとお一人は。

○まちづくり推進課長 ああ、きょうまだお

くれて来るってそのままおくれて。

○会長 はい、わかりました。

それでは、皆さんから質問やあるいは御意

見いただきたいと思います。今までの到達点

なりですね、踏まえて、どうでしょうか。

はい、どうぞ。

○委員 作業部会議事録の第１回第２回の見

たんですけども、ＪＣの方が過去やられてて、

非常に苦労したってここ書いてあって、すご

いなと思って。分からなかったですけど、び

っくりする。それで、まあお金の問題とかで

すね、それから団体の問題とかいうのがもの

すごい気になったんですけども。だからまあ

それを何とかしたいとおっしゃってるんだと

思うんですけどね、できれば。で、条例化に

入るわけですね、これから。うまく進んでい

ったら。で、条例化をするっちゅうことは市

の行事になるわけでしょう。でもない。

○まちづくり推進課長 でもないですし、条

例化のある、条例化にするべきか、どうする

べきかというとこも含めて、検討してもらう

っていうことですので。

○委員 ああ、そうですね。じゃあもし、市

長もあれですけど、何か条例化してほしいよ

うな感じで、今出されてるんですけど、その

条例化した、できたら、その事業というか、

この政策討論会という事業は、市の支援が得

られるんですね。

○まちづくり推進課長 まあどういう条例に

なってるかっていうところも難しいなと思う

んですけど。例えば、金銭面の…

○委員 そうそう。金銭面を応援するとか。

○まちづくり推進課長 応援しようというも

のであればそうなってくるでしょうし。

○委員 それか人的にもですね、市の職員の

方が手助けするとか、その、要するに若者議

会のような感じでね。あれも市のあの、大分

入ってますね、応援が。

○まちづくり推進課長 はい、はい。

○委員 そうですね。ああいう感じにもって

いけるとなると、その人的パワーがしんどい

ちゅうのもですね、多少緩和されると。お金

の問題も緩和されるというか、まあほかにも

いろいろあるんでしょうけど。ただそういう

形で市のですね、関与が、支援が入ってくる

と、劇的に改善するんじゃないかと思うんで

すけど、どうですかね。過去の、その苦しい

状況という…

○副会長 やっぱりその、経済的なこととか、

みんな仕事で動きながら、その勉強的なこと

もやるっていうのがまた負担。実際にこの前、

去年の討論会に携わられた人はもうすごい大

変だったと言われる方もみえた。確かにその

とおりですね。例えば会議一つ開くにも、会

議室借りるのに有料であれば、またここで費

用が発生してくるので、で、会場代でもまた

その費用が発生してくるということで、確か

に誰かがやるとしたら、費用の面ととか、あ
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るいはそのお知らせも結局去年はみんなチラ

シを持って、知り合いに「来てね、来てね」

って配るしかなかったんですね。だからその

情報の発信していくとしても、それも何らか

の形で支援があれば、個人でこう配ることに

比べたら、きっと広いとこにお知らせがいく

んで、それは経験された方のお話で、そんな

ふうに大変でしたっていうのは、伺いました。

○委員 そうですね。それ見てですね、それ

知ってびっくりしたんですけど、こんな苦労

してるんだと思わなかったんですけど。だか

らそれはやっぱりね、気の毒と思うんで、何

らかの応援というか、できるとしたらやっぱ

り市の援助と支援というか、市の職員の人は

大変かもしれませんけど、そういうのがもし

できれば、あの。

○まちづくり推進課長 それで、作業部会で

経験された人の中には、ある程度距離は置い

たほうがいいし、全部、全部じゃどうってい

う話もありますし。

○委員 ああ、そうですか。

○まちづくり推進課長 そういうところも含

めて、こう、市がここまではやって、お金が

要るとか、そういうところも含めてこう、や

ったこと、やった方たちでないと、ここはあ

んたら出てきちゃだめだよっていうところも、

多分あると思いますんで。

○委員 一番心配しとるのは、公職選挙法っ

ていうのがありますね。あれは引っかかるか

どうかっていうのを一番心配しとるんですけ

ど、私は全く知りませんので、法律のことは。

どうなんですかね。それ市が出てくるとあか

んという。

○まちづくり推進課長 あかんとこもありそ

うなので、そういうところも含めながら、で

きそうだけど、そこはやっちゃうと市の強制

的な、意図的なとこが出ないようにもしなき

ゃいけないなという。

○委員 だけどすばらしいことなんで、でき

れば市から応援してあげたいというか、思い

ます。以上です。

○会長 はい。あれですかね。今、○○さん

が市のほうの支援とかね、十分具体的にあっ

たほうがいいっていう話をしたけども、一言

で言うと、市民の知る権利を保障する。じゃ

あどのように保障するのかっていうことに尽

きるだろうと思いますよね。うん。自治基本

条例にも書かれている、まちづくりっていう

のは、市民に主体を置く。で、市民が参加を

し、市民主体で行うんだということですけれ

ども、選挙もこれは重要なまちづくりの一部

なんですね。で、その際に、じゃあ行政って

いうのは、どこまでの支援するのか。市民の

参加の方法によって、あるいは知る権利を保

障するという、様々違う。ですから今回の場

合も、基本はやはり市民の権利、知る権利を

保障することの一環としてね、どこまでのこ

とをやるかっていうことは、これは恐らくは

っきりさせていけばいいのではないかなとい

うふうに思いますけどもね。まあ後何をって

いうところは、具体的に表現するのか、ある

いは逐条解説っていうような形で、わかるよ

うにしてその辺はさまざまにやれる。仮に条

例だとしてですよ、それはやれるだろうと。

そこはあんまり、条例ありきという議論では

なくてもいいだろうと思いますけどね。はい。

はい、どうでしょうか、皆さん。思うとこ

ろ、どんなことでも結構です。素朴な疑問で

も結構です。

はい、どうぞ。

○委員 素朴な質問いきます。私も議事録い

ただいたし、３回目出まして、出てると参加

したような気になって、気にしていました結

論をね。で、きょうのこの会議なんですが、

部会から公式の文書っていうの、出てません

よね。こういうふうに決めて、こういうふう

にいきたいって。で、ない中で、また○○さ

んの書かれた内容、僕も同じような考え方す

るし、それから今副会長言われたようにね、

そのときの話をされると、皆さん思って、あ
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あ、そうだな。ああだなこうだなって、今思

われて、大体心の中で結論を出すような形に

なるんだけど、本来ここにまあ、課長がここ

に議事録でありますように、市の諮問機関で

すから、諮問機関がやるわけでもないし、決

定するわけでもないでしょうと。だから今回

この会議の中でね、議論することについては、

公式のものが出てきてないから、本来は議論

のする内容がきょうはないのかなと思ってた。

で、ただまあ、○○委員言われるように、ま

あその先のことまで考えてね、いろいろ考え

られるっていうことはみんな思ってるんで、

ここで意見を出すのはいいんだけど、ここで

議論を、何て言うかな。戦わせて、ある程度

結論出しちゃったら、本来部会にお願いした

こともないし、それからあくまで市長から諮

問ですもんね。こういうことをやりたいけど、

検討してくださいね、で上がってきたものに

ついて、まあ、僕は有識者じゃないですが、

経験の中にね、ある程度決めてくださいって

いう中で、何となく先走った形の議論が進ん

じゃっておるような気はするんですよね。で、

ですから本来ならこれ、多分○○さんが書い

たものですが、本来中間報告する形でね、公

式なもんではなく、作業部会が意見を言って、

僕も意見を出したいな思ったんですけど、ち

ょっときょうの会議は、話をするのが難しい

なと思ったんですよ。さっき言ったように、

ここで議論戦わせて、ある程度ここで結論が

出ちゃって、部会で出てきてほぼ似たような

形になるのかわかりませんが、待ってました

っていう形では、本来のこの会議の、何です

かね。立場っていうのが、ちょっと変わって

しまうような、素朴な疑問が、私はありまし

た。

ですからまあ次回ですね、議事録でもいい

んだけど、やっぱり部会の中の公式の承認を

得たものを、出してもらわないと、僕らがち

ょっと討論するのはというふうに思いますん

で、次回からちょっとそこお願いしたいと思

います。

○会長 はい。まずね、この作業部会と我々

との関係なんですけども、あるいは作業、こ

の市民自治会議でのですね、作業部会の意見

の受けとめ方なんですけども、これは当初、

皆さんとのこの会議の中で、確認したとおり、

諮問受けたのは我々、この委員会ですよね。

ここが答申しなきゃいけないんですね。で、

その答申の、あくまでも材料、これを提供し

ていきたいっていうのが、作業部会にお願い

したことですよね。ですから、まあ今後予定

では９回ぐらいか。

○まちづくり推進課長 そうですね。

○会長 これが本当にいいかどうかていうの

は、そもそも我々のほうの作業工程との関係

で、一度事務局の皆さんが議論して、また皆

さんにお諮りしなきゃいけないんで、もうと

にかくこの公開政策討論会の広い意味でのあ

り方をめぐって、これ過去の選挙の討論会を

踏まえながら、どう今後あったらいいのかと

いうことね、我々に意見を寄せていただく。

で、それも一つの材料として、それに一切拘

束される必要はない。それも一つの重要な材

料として、当然部会にお願いをした以上はで

すね、そこで出された最終の結論っていう部

分を我々に出していただいて、そして我々が

それを真摯に受けとめて、答申の中身をつく

っていく。

で、ただし、最初お願いしたところから、

最後答申の作業をやる、そこの最終段階でね、

作業部会のほうからも、最終段階のものが出

てきたらちょっとびっくりしてしまうことも

あるんで、実は我々もある程度いろんな準備

もしてるし、勉強会もしてるって。そうする

と、いろいろと困るから、今の、ちょっと○

○さんがおっしゃったね、議論の中間過程、

それをまあ小出しにしていただいて、我々も

ちゃんと議論の深まりとか、それから論点だ

とかそういったことを教えていただいてね。

で、今後議論を深めていくということだった
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んで、議論というか作業をね。答申の準備を

していきましょう、ということなんですよね。

○まちづくり推進課長 そうですね。

○会長 それでね、今回の、今○○さんがお

っしゃったことで、○○さんが用意してくだ

さった資料っていうのは、私はね、非常によ

くできてると思います。これって作業部会の

ほうの一応検討報告という、公式で受け取っ

ていいわけですね。

○まちづくり推進課長 もう、そうですね。

議事録と、それが次の会議のときの資料にも

なってますので、そういうふうに進めてます

っていうことではあるんですけども、それは

情報共有するっていうことと、こういうふう

に動いてますよっていうことであって、作業

部会としての結論とか公式見解っていうのは、

まだ出せる段階でもないのが、現状ではあり

ますので、なので、まとまったものを一気に

出すんではなくて、この市民自治会議がある

都度に、状況を報告させていただいたという

考えで、はい。

○委員 僕が言うのは、中間報告だけなんで

すよ。中間報告だけ見るんだけど、ある程度

そのメンバーの承認を得てね、ある程度要は、

作業部会全体として、出してもいい内容なの

っていう形で出していただかんと。

○委員 まあそうでしょう。

○委員 ね。そういうような押さえはしてほ

しいんです。

○まちづくり推進課長 はい。

○委員 ただまあ会長はね、まあ要はここに

やっぱり個人的な考え方が入るから、結果違

うねってなるといけないので、ある程度その、

以下まで踏まえて言わないかん。中間報告と

して、了承を得た上で、ね。全員が賛成しな

くていいんだけども、部会として了承を得た

ものを出しますよという形にしないといかん

なと思うし、そうじゃないと僕らもここで議

論ができないような感じがするんですよ。ま

あ部会の方でも真剣にやっとるもんで・・・。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 作業部会については、私は２つあっ

て、過去の経験者をやっていただいています

ので、私は全然わからないので、そういう情

報を知るというのは、非常に最大の目的です

ね。そこでいろいろ苦労してるわけですけど、

そういう苦労も知ると、知りたいんです。そ

れも最大の目的。で、もしそこで作業部会で

提案が出れば、それも参考意見として知りた

いと。それだけです。だからそこでもって、

それを採用するとかいうことは、何も考えて

ませんので。以上です。

○会長 はい、わかりました。

じゃあどうでしょうか。そういった点で、

ちょっと気楽に感想を言っていただいていい

と思います。

○委員 かたいこと言ったけど、きちっとや

らないと・・・

○会長 きょうはあの、皆さんの・・・これ

をですね。

○委員 もう一個だけね、言いたいことがあ

ったんですけど、この議事録読んでて、要す

るに立候補する人が、辞退するというのがあ

ったんですね。その、討論会の、政策討論会。

それ見てびっくりしたんですけど、そんなこ

とは普通考えられないですけど、どう思いま

す、皆さん。

○副会長 そういう人もあるかなという。

○委員 市長に立候補する人が、私は私は、

という人で、宣伝するのが普通ですよね。だ

からそれを辞退して、討論会辞退するってい

うのは、僕はあり得んと思うんですけど。

○会長 それはあり得るでしょう。あ、ごめ

んなさい。僕が言っちゃいけない。

○副会長 そういうこともあり得るから。

○委員 そういうのものすごい心配してるで

すけど。そんなことはあり得ないと思うんで

すけど。

○まちづくり推進課長 作業部会、そのＪＣ

のＯＢの方の話ですと、まあ新城は逆にたま
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たまうまくいってるだけで、出ないとこなん

て全国区から見れば、幾らでもあると。現に

東京都の都知事なんて、出る人のほうが、そ

ういう出ん人ばっかり勝っとるっていうのが

現状だよっていう話も伺いました。

○会長 僕だってありますけど、前、ＪＣに

頼まれてやったときにも、予定者が来なくて。

まあそれはだから、いろんな票の読み合いだ

ったんですね。

○委員 そういう意図ですか。

○会長 だからあるんです。

○委員 出ないことはあり得ますよ。

○委員 裏工作の・・・

○委員 勝てると思ったら出ない。

○委員 ああ、そうですか。

○副会長 なるほど。

○委員 いやいや、失点を、失点がなかった

ら。

○副会長 あ、そうか。

○委員 まあそりゃ、やるところの権威があ

りますけど、勝てると思ったら絶対出ない。

○委員 どうなんですかね。

○会長 大事なことは。

○委員 そういうもんなんですか。

○会長 ○○さんがおっしゃってるように、

何かあったときに、ねえ。やっぱり来た人か

ら・・・じゃ今から呼びに行きますというふ

うに、出席を拘束することはできないです。

それは公職選挙法。

○委員 ああ、そうですか。

○委員 まあ偉そうに言うわけじゃないです

けど、私も青年会議所に十何年やってまして

ね、実際こういうのやりましたけど、そりゃ

あ大変ですよ。うん。得にならないと出ない。

○委員 あ、そうですか。へえ、すごいです

ね。

○委員 さっき言った、その選挙じゃないん

だけど、そういうものについては、勝てると

ころ、勝てる人は絶対出ない。失点になるん

です。

○会長 まあちょっとそういう生々しい話

は・・・

○委員 まあ経験してましたので、ちょっと。

○会長 どうでしょう、皆さん。

○委員 議事録削除しておいてください。ひ

とりごとなんで。

○会長 僕が全部削除します。それは冗談だ

けど。

さあ、どうでしょうかね、皆さん。きょう

のね、作業部会いろいろと真摯にね、議論を

していただいて、非常にわかりやすいこのチ

ャート図も出てるし、６ページかな。７ペー

ジのところにありますね。今回主権者教育っ

ていうのもあります。

はい、○○さん、はい。

○委員 済みません。私も第２回目かな。ち

ょっと傍聴させていただいて、なごやかにみ

んながやっとるもんで、「ああ、こうなん

だ」っていうことも思う中でですね。まあこ

の何ですか。討論会の、誰のためにとか、何

をするかっていう、まあこれは皆さん、共通

の多分認識だと思うんですが、そんな中でこ

の主権者の教育が出てきた背景、チラッと私

が勘違いして捉えてるのかもわからんけども、

参加した人たちがね、まあ言っちゃいかんけ

ど、決まったメンバーでありましてですね、

で、中にはそんな中でもない方もね、いまし

たけれど。こないだの、第１回のときに、非

常に参考になってよかったというような意見

ね、あったかと思うんだけども、そういう中

で、確かに主権者教育、重要なことになりま

すので、当面やってもらいたいんだけど、こ

の何ですかな。討論会と合わせて検討してる

のは大変かな、なんてちょっと感じました。

うん。

で、できた背景もね、チラッと私なりに感

じただけなのでね、違うかもわからんけども、

例えば副会長さん出とって、どうなんですか

ね。

○副会長 だんだん話がそれたみたいな感じ
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で、実は１回選挙があって、討論会やって、

で、その間に４年あるよねって。で、どうす

る。４年間どうするっていう話が出たときに、

この前の討論会やった人たちが、次のときに

また開く人になったらという話が出たことが

あるんですよ。で、その間何もせんで、この

投票するのはあれなんで、この間いろんなこ

とを、その関心をみんなが持つようなことを

ここでやっていって、次をやって、また次に

いって、っていうふうに交代しながらやって

いけたらいいねっていう話が出て、で、確か

に４年間選挙は突然やってくるわけじゃなく

て、もうわかってくるわけなんで、この間手

をこまねいておるよりも、ほんとにみんなが

関心を持って、あるいは話を聞いてみようと

思うような、投票に行こうと思うような、何

かそういうことができるといいねっていうこ

とで、この４年間を生かそうという話が、み

んなの関心をどうやったら上げていけるかな

っていう話につながってきて、そのうち学校

でも模擬投票をやっとるよね、とか、そんな

話が出てきたんですけど。

実は単発で４年に１回ぱっとその会ができ

ればね、討論会をやるための集まりができれ

ばいいのかっていうところもちょっと疑問に

思って、みんなで考えてて、ある日突然集ま

ってそれだけやればいいのか。それとも何か

をする会にして、例えばそうやってつながっ

ていってもいいのかっていうような話も出て

きました。だから多分別物でも・・・

○委員 いいですか。この政策討論会は、新

城市の市長の選挙のことばっかり書いてある

んですけど、これは別にそうじゃなくても、

ほかの例えば、県会議員とかですね、そちら

のほうも別にできるわけですよね。できない

んですか。これ見ると、県会議員でも一応、

そういう政策討論会っていうのは、ただ選挙

区はね、違うから問題だと思うんですけど、

できるって書いてあるんですけど。

○副会長 今まで青年会議所がずっとやって

きたんです。新城で、新城だけじゃなくて、

例えば東栄町とか設楽町のときも、協力して

新城で市が協力して、やってきたというのも

あるし、実際に豊橋でやったときも、新城の

ＪＣのメンバーが、そのスタッフとして入っ

て、取り回ししたこともあるし。

○委員 ああ、そういうこともあるんですか。

○副会長 っていうことで、青年会議所でた

くさんいるっていうふうに聞きますよね。そ

れも自分たちのまちだけではなくって、お互

いに協力し合って。

○委員 だから別の、新城市長の選挙だけと

は限らないわけやね。なぜかと言うと。

○副会長 今回部会で話してるのは新城の市

長選の話なんですが、実際に青年会議所の人

たちに聞くと、いろいろな選挙をみんなやっ

ているし、もう今後の話もしてますし、県議

選かな、もやっているし。青年会議所の中で

はやるんだという話は・・・

○委員 市議会なんか見ても、人数が多いか

らそれは無理だという。

○副会長 そうですね。物理的に大変でしょ

うね。十何人になるんだったらどうしますっ

て。・・・

○委員 もうちょっとここで、関係ないかも

しれませんけど、選挙と関係ないですね、こ

とで政策討論というのも、できるわけですね。

例えば、まちづくり集会第１回でですね、県

庁舎の建設やりましたね。で、先生も大変だ

ったですね、あのときね。○○さんも一生懸

命やっとったように思うんですけど、ああい

うのも政策討論会ですわね。

○副会長 うーん。

○会長 まあ市政の争点ということで、位置

づけに・・・

○委員 政策討論会ですからね。だからそう

いうことを考えれば、選挙だけではないです

ね。

○会長 市政への関心の中で。

○委員 市政への関心なんで。
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○会長 そういうところが・・・選挙という

ことについて、議論しているわけじゃ楽しく

ないです。

○委員 ではないですね。だから選挙の分ば

っかり加担してる・・・もっと広い範囲で政

策討論ということをやってるわけですね。そ

れでいいですよね。どうなんですかね。はい。

○まちづくり推進課長 今回の部分について

は、市長選挙っていうので、今は絞っては、

はい。

○委員 そうですか。

○委員 いいですか。前回ちょっと傍聴させ

ていただいて。

○委員 ４年に１回しかない。もっとほかの

こともがーっとこう・・・。

○まちづくり推進課長 なんで、作業部会の

中ではそういう主権者教育っていうのは大事

だなんで、４年に１回はって言われたとおり

のところも、入ってきてはいるんですが。

○委員 そういう考えもあるわけですね。

○まちづくり推進課長 はい。どうやって結

びつけるかは、まだ結論に至ってない、はい。

そうですね。

○会長 では○○さん。

○委員 前回ちょっと同じような質問させて

いただいて、ちょっと趣旨が全然わかりませ

んっていうお話だったんだけど、私はまあ、

市長さんがこれ出されたときに、今は○○委

員が言われるようにね、もっと広い内容の中

で議論をすると思ったら、市長さんから言わ

れたら、市長選のっていう限定なんですね。

今回の答申は。答申いうか諮問。した諮問は

ね。だから、そういう評価ができないと思う

んですよ。で、この前諮問したのが、せっか

くまちづくり集会みたいな場があるんだった

ら、そこへそういう提案で出せば、すぐきそ

うだから、まあ条例化するせんは別としてね、

場があるから、それについて議論をしてけば

済むし、そうすれば４年間何もせんじゃなく

て、毎年毎年いろんな協議ができるから、ま

あ委員の方も急に割りと間があっても、途中

でできるよねっていうのは、当然・・・だか

らほんと言うと、この結論出すときもう一回

僕言おうと思ってたから、条例化になるかな

らんかは別としてね、せっかくいいチャンス

があるから、そちらのほうにまあ移行してや

ったらどうでしょうという意見を、私も結論

として出そうと思ってたんで、これもまあ、

例えばこの中間のあれが出てないから何もわ

からないんだけど、もうちょっとっていうよ

うな助言は、この委員会ができるかどうかで

すよね。

○会長 いや、助言はする必要はないと思い

ます。

○委員 あ、ないんですか。

○会長 ええ、自由にやってもらえればいい

ので。ここが余り議論の範囲をつくってしま

うというのは、これは趣旨とは違うんで。

○委員 でも市長から言われた諮問の内容は、

限定してるから、あんまりルールを持ってき

てもはなからだめになってしまうっていう可

能性はある。

○委員 それはないと思いますけどね。

○会長 やっぱりそれは、それで、ま

あ・・・。

部会長さんもね、出てみえるし、ね

え。・・・そこら辺は・・・

今、こないだの会議に出られてね、いろん

ないい点を・・・ちょっと皆さんに紹介をし

てもらったのがあって、まあ先ほど○○さん、

まあ今いきなりだとちょっとびっくりしちゃ

うかも。ほか委員さんから、ほかに質問等が

ありましたら。○○さんとか○○さんとか、

それから○○さんとか、若手の人たち、もう

自由に思うことでもいいし、何か質問があっ

たら、あるいは意見はありませんか。どうぞ。

○委員 まあ主権者教育っていうのを今回の

出てると思うんですけど、高校とかの教育機

関だと模擬選挙やるみたいなことで、まあ全

体に対して働きかけができてるのに対して、
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一般の社会人の方々に対しては、もう全体に

対し、一律ではものができてないのかなって

いうふうに思って、まあ言っちゃえば、公開

討論会の間に何かをやろうっていう話でも、

結局そこに来る人って固定じゃないですか。

言ったところで。だからその、子供はできる

と。それは公的な教育機関があるんで、でき

るだろうと。じゃあ大人は、一般人・社会人

に対しては、どういうふうなアプローチをし

ていくのかっていうのは、そもそも大人に対

してそういうアプローチが必要なのかどうか

っていうのが、僕にはわからないし、で、も

し必要ならば、そういったある種固定の人が

来る、そういう、何て言うのかな。勉強の場

以外で、どういうふうなことをやってったら

いいのかっていうのを、年長者の方からちょ

っと意見を聞きたいなというふうに思うんで、

どうでしょう。

○会長 ○○さん自身はどう思いますか。

○委員 どの辺、年長者っていうか、大人に

関しては、うーん。知らない人は知らないし、

知ってる人は知ってる。偏り、差があるって

いうのが現状だっていうのが認識なんで、知

る権利の担保の大切さもあるけど、別に知り

たくない人に無理やり教えるあれもないし、

そういうとこで、別にどうでもいいって言う

人に、無理やりじゃあそれを強制する、こち

らにあれはないから、っていうところで、ど

うなのかなっていう。

○会長 立ち位置の違いでね、随分違います

よね。選挙も含めて、まちづくりの参加って

いうのは、これは義務だと感じると、まああ

る種そこに強制される。だけど、自分が過ご

しやすいまちを、自分の意見が反映されてつ

くっていけるとするならば、それはお得だね

っていうことから、変に考えると、「じゃあ

行っちゃおうかな」っていうようなことに。

うん。「じゃあ行っちゃおうかな」っていう

ような、そういう気持ちと、それから行動に

もっていくような、方法としていくことがあ

るのかなということも、考えられるかもしれ

ません。

○○さんは、今やっぱり余計な負担をね、

これ以上かかせないでくれっていうようなこ

ともあるのかもしれないね。

どうですか。○○さんはどうですか。

○委員 何か先ほどから、何か主権者教育、

主権者教育っていう話聞くんですけど、この

政策討論会っていうのは、政策討論会だけじ

ゃもう、もう成り立たないっていうか、もう

主権者教育の機関も巻き込んで、その政策討

論会っていう政策をつくらないと、この条例

は何か成り立たないんだろうなって思って。

そうなると、もう主権者教育含めての討論会

なら、それはもう、その討論会自体は、その

市長選の直前にやる必要はないんじゃないか

っていうのは考えられて、もうそれ以外、主

権者教育の一部としてなってるんで。一応さ

っき選挙のための討論会っていうふうに言っ

てたんですけど、選挙がなくても別に討論会

してもいいんじゃないかっていうのは、普通

に考えましたね。

で、あと、そのセットになった場合、この

図だと人材輩出を主権者教育のほうから出し

ますって言ってますけど、結局は同じ組織で

移動してるだけで、もうさっき興味ない人は

興味ないって言ってたんで、そこに入ってく

る人が全然この図からは出てこないんで、な

かなか興味ない人はほんとに、この集団から

は外れてるなっていうのは思いました。

○会長 若い世代から辛らつな意見をいいた

だきましたけど。じゃあ○○さん、どうです

か、いつもの調子で。

○委員 いや何かいろいろわーっていろいろ

考えてたら、最終的にもうわかんなくなっち

ゃったんですけど。ええと、何だろう。ちょ

っとずつ思ったことを言って・・・いいです

か。

○会長 うん。全然いいです。

○委員 何か一番最初にまず、公開政策討論
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会のあり方のイメージ図を見て思ったのが、

何か期間が４年っていう、２年とかいうこと

が書いてあるから、その間の期間、どういう

ふうに運営側はやっていったらいいのかなと

いうお話とかもさっきあったと思うんですけ

ど、何か４年の間も、ずっと同じ人たちが、

例えば若者とかだったらきっと、何かすごい

仕事の関係とかもいろいろあったりとか、ず

っと４年の間ずっと携わるのって、すごい難

しいのかなって思うと、たぶん私だったら４

年、これやるのに４年だよみたいに言われて、

やりたいですって言えるかなって、自分のそ

んな１年後の自分のことがあんまりわからな

いのに、言えるかなとかちょっと思って、何

かこれはちょっとハードルの高い団体だなっ

てちょっとそう思ったんですけど。でも主権

者教育を行う団体だから、そのぐらいハード

ルが高くないといけないのかなとか、そもそ

もこれってどんな年代の人たちが主体で運営

していくのが一番望ましい団体なのかなとか、

若い、若い、めちゃめちゃ若い２０代前半と

かが入ると、むしろ迷惑になるのかなとか、

いろいろ思ったのが、まずここと、あと、公

開政策討論会の目的の明確化のところで、何

か誰のためっていうのが市民のためっていう

ふうに、話もまとまりましたっていうふうに

さっきお聞きしたんで、それも何か、市民の

ため、○○君が言ってたみたいに、もう知り

たくない人は別に知りたくない、興味ないみ

たいな人もたくさんいるし、逆に知りたいっ

ていうふうには思って生活はしていなかった

けど、知ることによって、すごい興味を持っ

てくれる人もいるとは思うんですけど、そこ

を何かどういうふうに見分けて、どういうふ

うにみんなに声をかけていったらいいのかな

とか思います。何かやっぱりほんとに全然興

味がない人に、ずっと働きかけて言うのも、

今のこの作業部会の力だと、それはすごい難

しいし、重労働になっちゃうのかなと思いま

したし、そのＪＣとかも、何か話の流れ的に、

作業部会は結構ＪＣがだいぶ頑張ってくれて

いるみたいですけど、ＪＣも何かあんまりま

だ人数がたくさんはいらっしゃらないし、何

か私が前聞いたとき、メンバーが男性ばっか

りでしたっけ。女の人いないですよね。私も

前一回誘われたんですけど、ちょっと何か男

子しかいないって言われて、何かすごい、何

だろう。史上初の女性になってよ、みたいに

ばーっと言われたけど、何かもう脳が引いて、

あ、ちょっと私難しいですって断っちゃった

んですよ。何かここに、まずＪＣに入ろうと

いうのは、何かもうハードルが高いと思って。

何だろう。

公開政策討論会を行っていくに当たって、

じゃあ主権者教育、進めなきゃ。で、その主

権者教育を行う新たな団体、どんなのかいい

か考えなきゃって、何かいろいろいろいろ、

公開政策討論会をやるために、いろんな問題

がいっぱい出てきて、それが一個一個がでか

過ぎて、何だろう。それを支える基盤をつく

るのに、ものすごい何か時間がかかっちゃい

そうに、今聞いてて思っちゃって、大変だな

って。わからんくなっちゃった。済みません。

○会長 わからんくなっちゃった、きょうは

非常に。言ってることはよくわかりましたけ

どね。

○○さん、どうですか。今、同じ世代の人

の話を聞きながら。

公開政策討論会のあり方をめぐって、でも

やっぱり、当初の情熱であれば、あるいは最

近の主権者教育をやればいいのか、そういう

レベルの話だけではないんじゃないかという

感じがするよね。

で、こういう公開政策討論で、市民、きょ

うの○○さんの話、誰のため、市民のため。

候補者のためじゃないという。市民のためな

んだと。で、市民に、やはり今、新城市民が

選挙で語り合わなければいけないことが、こ

ういうことがあるんだ。みんなで協力して、

考えるということがまあ、この公開政策討論
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の中でとても重要な作業の一つなんだという

ことなんですけど。

新城の場合は、真剣にやはり市民のために

考えて、行動する場というのが、さまざまあ

るんですよね。これはほかのまちまちに比べ

て。例えば皆さんご存知の若者議会っていう

のもそうじゃないですか、実際に。そこでも

いろんな違う課題を探りたいと。あるいはま

ちのよさを、どう発展させるかとかね、議論

をしたり。それから世界と新城ユースの皆さ

んと交流したり。それから女性だと、今度は

女性議会っていうのがあって、女性ならでは

の抱えている生活課題っていうのを、これを

議論して、政策に結びつけていく。あるいは

市政にね、反映させるにはどうしたらいいか

っていうことを議論してるでしょ。そして身

近な地域のことについて、町内会自治会に関

するような形で、地域協議会がありますよね。

そこでもまさに、一定の地域ではあるけれど

も、その地域の課題を、これを５年かけて、

解決して、地域計画をつくって。そういう非

常に新城ならではのね、市政、市民のために、

市政を考えていく場っていうのがありますよ

ね。うん。

そういうこれまでの積み重ねっていう部分

と、どう違ってくるのか。まあそこの中では

選挙ということはね、直接これまでは語られ

なかった。選挙で、その点について・・・い

わゆる自助が非常に大きいですね。みずから、

できることはみずからやっていく。じゃあ何

をすべきか。ところが、その自助の部分で、

難しい課題について、やはりこれは、全市で

取り組んでいかきゃならない。その全市で取

り組むべき課題、あるいはテーマというもの

を、これが何なのか。そしてそれに率先して

取り組みたいという人たちが、どんな考えを

持ってるのかということを聞く場っていうの

が、やっぱり必要なのかなと。新城はね、す

ごく重層的に市民の市政に対する参加の制度

ができているんですよね。

はい、○○さん。

○委員 これ自分なりに、ちょっと思いつい

た視点にはなるんですけども、僕も４回目を

傍聴させてもらったんですが、主権者教育、

確かにうちでも高校生対象に、出前講座、毎

週１回新城市の選管の方には来ていただいて

はいますが、ちょっと年齢が高い方に、年齢

が高い方なんかも含めた、主権者教育ってい

う、その上から目線的な部分っていうのは、

ずっとちょっと前から感じてた部分があった

ので、この言葉以外何か置きかえる言葉がな

いかなっていうのはずっともう、ここんとこ

２、３週間考えをめぐらせてます。で、きょ

う、たまたままちづくり推進課の方に、ちょ

っとまあうちの生徒の興味・関心を持っても

らおうっていうんで、傍聴の許可か何かでお

電話をさせてもらったときに、女性の方が、

後で気づいたんですけど、女性の役所の職員

の方が、ゆっくりゆっくりわざわざしゃべっ

てるのに気がついたんです。ゆっくりしゃべ

ってるんです、僕に対して。あ、お問い合わ

せをした市民の中には、ひょっとしたらゆっ

くりじゃないと聞き取れない方もいるかもし

れませんよね。そういう方への配慮なんだな

っていうことを、後で僕はっと気がついたん

です。そのときに、この条例設定するのかし

ないのかは、あるいは実際にその討論に参加

する、立候補する側なのか聞きに行く側なの

かを別にしても、これは○○さんの御専門な

んでしょうけども、福祉の部分の視点も、当

然興味・関心持ってるけど、体が御不自由だ

って方はいるわけですから。そういう方々に

もほんとに行きやすい、あるいは立候補しや

すい、この政策討論会に参加しやすいものも、

しっかりとできてからよりも、できる前に意

識を持っておくのも大事かなっていうふうに、

ふと、自分も気持ちよく歳とって、気持ちよ

く健康でいられればいいけど、健康でいられ

ない場合もありますんで。だけど、であった

としてもそのことを受けとめて、前向きに生
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きていきたいじゃないですか。そういうふう

な方々でも、意識高いよ。だけど、行けない

じゃん、と。だったら行けるためにはどうし

たらいいのかっていう部分のものも、何か盛

り込めると、よりよいのかなというのは、ち

ょっと自分なりの、もう一個の視点ですよね、

今会長さんが、女性会議、若者議会、地域自

治、いろんな出してもらった中にも、福祉の

観点ってのも少し入ると、新城市ならではの

ものっていうところも、何かこれ、その部分

がもうちょっとアピールできるかなってね、

思いませんか。

○会長 うん。はい、どうぞ。

○委員 今の○○委員さんのお話を聞いて、

ちょっと思ったんですけど、今の状況でいく

と、子育て世代、ほんとに小さなお子さんを

持った人たちも、話を聞きに行けるっていう

タイミングがないんじゃないかなっていうふ

うに思っていて、そういう方の視点っていう

のも考えてほしいなっていうふうに思いまし

た。

○会長 なるほど。市民っていうね、大きな

枠組みではなくてね、誰に届けるが必要なの

か。

○○さんが最初ね、関心がない人だってい

るんだと言われたけど、関心がない人にも届

けることも、大事だろうね。

一方で、何らかの事情で、こういう・・・

参加が難しい・・・そこに届けるっていうの

も、そういうきめ細かさっていうのが、まだ

ないと。はい。そういう提案をいただきまし

た。まだもうちょっと時間・・・。

○委員 おくれてきたんで皆さんのね、意見

をぱしっと当たるかどうかわからないですけ

ど。

ちょっと４回目のときは行けなかったんで

すけど、まあ作業部会入って、まあちょっと

○○君と○○さんが市民のためにっていうの

がピンとこないって言って、その市民のため

にっていうのが、僕のことで、同じ年代で、

そういうふうに感じてるんだなっていうこと

を、おくれて来ながらも感じたんですけど、

何でこういうものをつくったかっていうと、

まあ僕、会社に、企業に携わるお手伝いをす

る仕事をしてるんですけども、企業が例えば

会社運営するに当たって、一番最初に決めな

きゃいけないってよく言うのは、経営理念。

公開政策討論会の理念っていったときに、ま

あどういったものと考えられるかっていった

ときに、市民が市民のために行うっていう理

念にしましょうっていうことで、提案させて

いただきました。でないと多分、協力を得る

ことがなかなかできない。候補者のためにっ

ていうと、まあ候補者ありきの政策討論会で

あったら、まあ多分、何て言うのかな。参加

者っていうか、その協力っていうところが仰

げないかなっていうことで、まあ市民のため

っていうふうにさしてもらったんですけども。

で、討論会の話をしている中で、その主権

者教育の意見がすごく入ってくるのにも、多

分○○さんがすごく、僕の前に言ってると思

うんですけども、確かにあって、で今回の条

例っていうのが、今福祉の観点であったりと

か、子育ての観点で言ったように、どこに届

けるのかっていうのは、すごくまたずっと出

てくる流れでも明確にはなってないですし、

多分明確になるのかどうかっていうのは、わ

からないですけど、正直なところ。で、○○

君もね、言ったように、興味がないっていう

人に対しては、響かないっていったらおかし

いですけど、届かない。まあ届きにくいとこ

ろあるっていう、まあ僕もそれは意見一緒で、

それよりもＪＣがたたかれるのが嫌なんです

けど。

ただ僕今回この、僕の中でのこれってどう

いう意味なのかなっていうと、変な話、一発

逆転って言ったらおかしいですけども、例え

ばこの・・・具体的な名前出すとあんまりよ

くないかもしれない。今支持を得られてる方

って、４年間の政治っていうのを、総括する
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場っていうのが、あんまりない。で、何て言

うのかな。その市政４年間やって、こういう

ふうに変わったとか、まあこういうことがう

まくいった、うまくいかなかったっていうと

ころの、総括する場っていうのが、多分今そ

んなにないと思うので、で、そこに対して、

この公開、まあ反論・異論っていうふうだと

余りネガティブな感じがつきないですけども、

ほかの候補者が「僕だったらもっとよくでき

るよ」っていうところを強くアピールする場

っていう場で、その活用できれば、そうやっ

て候補者がたくさん、何て言うか。あそこで

アピールできれば、ちゃんと当選して、その

市政を変えるチャンスをつかむことができる

かもしれないっていうのが、ほんとあったら

いいなっていうのが、僕の中での・・・。で

ないと４年間、市長選終わってから４年間の

間、多分政治活動を小まめにする人ってなか

なかいない。かつできない。でもそれまで公

開政策討論会があるから、そこまでにしっか

りと意見まとめて、自分のやりたいこと、自

分だったらこういうことができるっていうこ

とをアピールする場までの４年間っていうの

は、多分誰にもできる。決まってやること、

開催できて、しっかりと条例でできてれば。

なんでそういったところができる会にする。

で、そのために、その会が成り立つには、ま

あ具体として、主権者教育を広めて、参加者

のその興味・関心を持ってもらうっていうと

ころで、今具体的な話をしてるんですけども。

まあ今の若い人たちが、若い人って僕が言う

のも何かおかしいですけど、意見も聞いて、

まあ次回のときにもっとそういった意見を反

映して、何か何となく、形になっていくよう

にしたいと思います。

○会長 ○さんが、第３回出席して、感想を

含めての話でございました。

さあ皆さん、どうでしょうか。ここまでの

議論を踏まえて、若干時間がありますが。

ああ、どうぞ。○○さん

○委員 済みません。今ちょっと理念をね、

説明していただいて、ちょっとわかったよう

な気はするんですけど、まあ先ほど言ってた

市民の知る権利ということで、権利に対して

は何らかの義務が発生するんじゃないかなと

いうふうには思うんだけど、それは義務って

いうのはやっぱり、先ほど先生が言われたよ

うに、みずからね、ある程度自分が何をした

らいいかということを考えることじゃないか

なというふうには思うんですけど、それが市

民、行政もそれをサポートしていくというの

がまあ、本来の姿だと思うんですけど。知る

というのは訃報やなんかはよくね、有線放送

で流れるんだけど、それ以外のことはあんま

り活用されてないんで、こういう何かいろん

なことでも、何か活用できないかなと思うよ

うな気がするんですけどね。

あと、主権者教育という言葉があるんです

けど、実際に細かくどういうことするのって

いうのがちょっとよくわからない。もうちょ

っと具体的に主権者教育っちゅうのはどうい

うことを教育していくのかっていうのを、も

うちょっと具体的にできないかなっていうの

がちょっと感じたんですよね。まあ年齢層に

よっても当然違う。先ほど言ったみたいにち

ょっと違うかもしれないですけど。

後、ちょっと感じたのは、費用ってどっか

に出てましたけど、あっちゃこっちゃ。費用

ってどのぐらいかかるんですか、具体的に。

１００万なの。１，０００万なの。そこらへ

んが大ざっぱでもいいから、費用がどのくら

いかかるかっていうのは、過去のね。

○委員 ２０万。２０万とか何か書いてるね。

○副会長 この前のときは・・・なんだった

っけ。

○まちづくり推進課長 ２０何万って言って

たと思うんですけど。

○副会長 全体でかな。で３人分けて。

○まちづくり推進課長 ２７ぐらい。

○委員 いろんなところの予算と比べたら、
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そんなにすごい大金ではないかなっていう気

はするんですけど。

○副会長 うん、だから３カ所開催して、会

場はまあ市の施設ということで。

○委員 済みません。まあちょっと感じたこ

とで。

あと、先ほど言われた、４年間の統括って

いうのは、マニフェスト、市長さんが出した

マニフェストに対して、どうかっていうこと

ですね。

○会長 マニフェスト検証っていうところか

な。

○委員 済みません、ちょっと・・・以上で

す。

○会長 はい。その主権者教育という概念と

か、ちょっとみんなの中で、意図しているよ

うないないような、それってそれぞれに捉え

方がある中で今議論してるので、まあ今回主

権者教育について、作業部会のほうもね、議

論してるところでもあって、ちょっと我々の

ところもそれをまあヒントにして、新城にお

ける今後市政へのですね、市民参加を前提と

した主権者教育っていうのを、どうあったら

いいのか。皆さん自身も次回の会議に向けて、

自分のイメージなり発言根拠を出してもらえ

るといいと思うんですよね。多分これ、年齢

差がありますので、学校で習った方もいれば、

そういうことは経験のない方もおみえになる

かも・・・

さあ、そうしましたら、きょうはまあ自由

に自分の考えを言い合う場という、そういう

前置きだったので、特に結論というのはね、

求めないようにしたいと思います。それは危

険ですのでね。まだまだこれから議論深めて

いきます。ただ幾つかやはり、論点は、作業

部会に示していただいてたんで、で、それで

どうしようか。追加で何か、これは言っとき

たいっていう意見が、○○さん、○○さん、

○○さんあたりから、何かありそうな気がす

るんで。

○委員 主権者教育でまた新たな団体って、

つくらないといけないんですか。

○副会長 何かつくるかつくらんかもわから

ん。例えばこんな団体もある、こんなことが

できるかねっていうのを出てきたのを、勝手

にしゃべったので、こういう形で、枠の中に

入れて、大体ここの話はこの辺だよねってい

う形を作っていった。

○委員 何か、初めはＪＣが中心となり、人

材確保をしていく、みたいなことが書いてあ

って、ＪＣは今、結構中心になってやってる

んですよね。計画。

○会長 うん。まあこれまではね。

○委員 何かＪＣはどういう位置づけかあん

まり詳しくわかってないんですけど、ＪＣが

そのまま進めていく機関になるのは、何か開

催し続けることはちょっと、ＪＣの人数も少

ないし、参加もなかなか難しくって、ＪＣが

今後ずっと続けていくっていうのは難しいか

ら、新たな団体を考えたらどうか、みたいな

感じで、こんなになってたのかなって思った

んですけど、何かＪＣでもう人数の確保が難

しいとかだったら、新しく団体をつくっても、

そこの人数も確保が持続するのが難しかった

りするかなあと思って。だったら何かもっと

ＪＣがかかわれるように、条例は難しいです

か。条例では決めれないんですか。

○会長 いや、もちろん○○さんがそのＪＣ

のメンバーに入るということであれば。必ず

しもね、ＪＣありきということではなくてい

いんですよ。うん。これまでは、ＪＣってね、

全国組織、青年会議所ってね、・上部団体持

ってますし、で、各都道府県あるいは・・・

持ってますので、非常に幅広い見地から、そ

れこそ政治のあり方とか、政治の中でも主権

者教育のあり方とか、いろんなことを議論し

てきた団体でもありますし、そういったもの

が比較的意見を出しやすかったし、まとまり

やすかったし、それが公共的な活動を非常に

うまくやってきた部分もあった。ただ、今も
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言われたとおり、加入する人も減ってきてい

ると、現実となってね、やはりそれにかわる

ものっていうのもまた必要になってきてると

いうこともあるし。まあですから、ＪＣあり

きでなくて全然いいと思うんです。

○副会長 それともう一つ出たのは、ずっと

このよその市町村見てると、ＪＣメンバーも

しくはＪＣＯＢが、候補者になっちゃうって

いう例がすごく多いので、やっぱり例えばＪ

Ｃが中心で動いてるときに、その先輩がその

ままそのときの候補者というのがあるよねっ

ていう話も、話の中では出てきたので、ちょ

っとグレーになって、だからいろんな人が集

まった団体としてやってくれるんならいいけ

ど、例えばＪＣ中心にね、これからの時代

の・・・ありましたよね。

○委員 いいですか。ちょっと時間ほしい。

ＪＣはね、全て自己資金で、年会費を渡し

て、全て自分のお金で活動するんですよ。で、

社団法人だから、どっからもそりゃ・・・そ

ういう面では特異です。

それから企業人の息子さんたち、要は社会

でもある程度責任を持った人たちが、ま

あ・・・あるんだけどね、そういう人がそう

いうことしなさいっていう、一つの奉仕活動

の団体なんです。だから要は・・・ただまあ、

ＪＣのＯＢつったら、○○さんがそうなんだ

けど、しょうがない。そういう話になってく

るんで。だからそういう団体。

それからもう一つ、僕、さっきあのね、お

話聞いとって、いや若いっていいなと。そん

なことで悩むんだなあと思いました。で、思

ったのは、まあ皆さん、部会出てる。ないで

すね。

○委員 あ、部会は。

○委員 部会はね。はい。出ない。まあ僕も

ちょっとこの間会議出て、ざーっと書いただ

けでちょっとそこの・・・話になったんだけ

ど、プロモーションをするのか、単なる司会

をする立場なのか、単に場所だけ貸せる立場

なのかで、役割って違うの。でね、みんな思

うのは、プロモーションやろうと思うから、

場も人も集めにゃいかん。お金も集めにゃい

かん。もっと言うと、・・・なるから、最初

からね、できなくなっちゃう。で、そういう

のはさっき言ったＪＣは、自分のお金でやっ

てるから、いろんなことができるわけ。ね。

だからそういう意味でＪＣは・・・要はどう

いうふうな役割をしようかによって、そう思

うと気が楽になると思うよ。場だけ、例えば

場だけ借りるから、市に言って、空いとる日

にちに場所を貸してもらって、お掃除して、

終わったらちゃんと掃除して返しゃいいもん

だけだから、そんなにね、大変なことじゃな

いわけ。だからどういう形でかかわるかって

いうことによって、形は変わってくる。

それから僕は、大変重大なのは、子供も教

えるのはお母さんだから、そのお母さんが参

加すりゃあ、次の子供いろんなことをなって

かないじゃない。だからそういう人たちがパ

ートタイムでね、まさしくさっき言ったお掃

除だけでもいいんだよ、と。パートタイムで

できるような部分をつくれば、みんなが結集

すれば、何でもできちゃうなあと思います。

それで後は、心あるちょっとお金持ったおじ

さんたちが、・・・これね。さっき言ったよ

うに、書いたので、ああ、そのことを同じよ

うに思ってて、ああ、あの人そう思ったので

書いたんだなと思って、口は挟みましたけど、

そういうことでした。はい。

○会長 はい。それでは。

○委員 最後ちょっといいですか。

あのね、政策討論会の・・・主権者教育と

かの面で、ティーズをもっと有効に使えない

かと思うんですね。それぞれ忙しくてなかな

か来れない。で、テレビでやれば、出てくれ

る人がかなりいると思うんですけど、問題は

金かかるんだよね、あれ。放送に。違います

か。どのぐらいかかるんですかね。そのたっ

た３０分を使ってティーズで放送してもらっ
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たら。

○まちづくり推進課長 放映料は多分、まあ

うん十万ぐらいかな。

○委員 うん十万かかるのか。

○まちづくり推進課長 １０万後半ぐらいか

な。

○委員 大変ですね。それは無理ですね。

○委員 だんだんやってって、記事になれば、

撮りに来ますよね。

○委員 記事になればね。

○委員 記事になればね。

○委員 それからはやってくれるでしょう。

だからそれをこちらがやる。それをちょっと

お願いします。放映してくれって言うと、３

０分を何十万。

○まちづくり推進課長 まあそうですね。ま

あ撮りにきていただければタダだし、前回の

ときはちゃんとお金がかからないように、Ｙ

ｏｕ Ｔｕｂｅかな。

○副会長 あ、そうだ。

○まちづくり推進課 で、流していただいて、

それは家にいながらでも見ることは。

○委員 ああ、そういう手がありますね、イ

ンターネットでね。

○まちづくり推進課長 やっていただいてま

した。

○副会長 ティーズ契約してない人は見れな

い。

○委員 そういうのを活用して、もっと主権

者教育とか、その公開討論会とか、全部こう

配信するっていうのは、そういう案はどうな

んですかね。

○まちづくり推進課長 できるところはいっ

ぱい取り入れながら。

○会長 そういうツールの話今入ってきまし

たので。その前のコンテンツが大事だね。○

○さん、ありがとうございました。

最後にですね、ちょっと○○さんと○○さ

んにね、一言ずつまあ○○さん最初に言って、

口火切ってくれたので、まあその、公開政策

討論会のあり方、まあ今さまざま議論しまし

たけども、どういうことが大事だというふう

に、率直に思ったか。感想でもいいですしね。

一言、このお二人だけに限定して。

○委員 じゃあ僕は思ったのは、何か話し合

いがどんどん進んでるのはわかるんですけど、

決まったことが何か明確に書かれてると話し

やすいなって思って。さっきここには明確に

は書かれてますけど、市民のためのものです

よ、みたいなことを言われたんで、やっぱり

そこは多分、絶対変わらないと思うんで、そ

ういった何かもうある程度決まったようなこ

とは、ちょっと明確に書いてくれると、すご

いこっちとしては考えやすいと思います。

○会長 我々としては、議論しやすいってこ

とですね。

○委員 そうですね。

○会長 なるほど。はい。

じゃあ○○さん。

○委員 まあきょうは基本的に主権者教育の

ことでいろいろ話したけど、さっき会長も言

ったように、主権者教育の定義づけっていう

のを、どういうふうに今後していくのかなっ

ていうのが大事なのかなというふうに思いま

した。

あと、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、

もう一個気になったのは、もう一つの特に○

○委員のこの中に、誰が運用するのかという

ところで、政治に駆け引きがないほうがいい

みたいな感じの、多分個人的意見のところな

んですけど、書いていて、だけどさっき○さ

んはマニフェストに対して、どう検証したほ

うがいいって、ね。必要性があるような話も

されたし、一方で○○さんの・・・の話の中

では、まあ勝てる人は出てこないよっていう

ふうな話もあって、そんなにもう、運営をす

る上では駆け引きはしなくていいけど、内容、

中身、公開討論会の中身的には、もっと駆け

引きはじゃんじゃんあるようなものをやった

ほうが、おもしろいのかなというふうには、
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個人的な意見であります。以上です。

○会長 はい。時計の針をぐっと今また戻し

てくれて・・・いい意見ありがとう。

さあ、それではですね、きょうのところは

まとめは特に、しないようにしたいと思いま

す。皆さんが出された内容を、議事録で整理

をして、それをですね、次回我々のほうもこ

のことが主になってきますので、皆さんに検

討していただきたい、今回のように漠然と討

論会について、じゃなくて、もう少しやはり

テーマにすべきこと、特に作業部会のほうで、

今後その論点を非常にはっきりさせてきてく

れると思います。それも踏まえながら、しか

しそれにとらわれない我々が、もっと考えな

きゃいけないこと。というのが、きょうのお

話の中で随分出ましたので、そこ整理して、

次回はこの公開政策討論会について、さらに

各論で、ここで議論をするテーマをですね、

掘り下げて皆さんに一度、打診したいと思い

ます。で、準備をしてきてください。そんな

場も設けたいというふうに思いますので、よ

ろしいでしょうか。

きょうは特に、具体的にこれというふうに

は言わないようにしますので、一度皆さんの

発言を整理した上で、で、皆さんにお願いし

ます。皆さんにもこういうことで議論したい

がどうだというような、提案をちょっとさせ

てただきたいなと思います。それじゃつまら

ないと。もっと議論したいことがある。きょ

うの話、もっと刺激的なね、駆け引きが多く

展開されるような、そういう政策公開討論会

の前段階の部分を、もうちょっとね、充実さ

せたほうがいいとかね。やり方って何かあり

そうな気がするし、海外ではいろいろとある

のでね、そういう事例もちょっと踏まえて、

話題づくりをしたいなというふうに、気持ち

としては思いました。できるかはちょっとわ

からないですけど。

はい、ありがとうございました。それでは

時間もきましたので、きょうはここまでにし

ておきたいと思います。その他というところ

で、事務局のほう、何かありますか。

○事務局 特にはないんですけれども、次回

第４回の市民自治会議は、１２月１９日の水

曜日、午後６時半から、こちらの４階の第１

会議室で行いますので、よろしくお願いいた

します。というぐらいです。はい。

○会長 はい。皆さん、スケジュール確認い

ただきましたか。重要な会議ですので、ぜひ

お願いをいたします。

それでは、きょうは大変それぞれの御経験

や思いをつなぐ御議論いただきまして、あり

がとうございました。第４回に向けて、これ

から準備に入ってまいりますので、また確認

をさせていただくこともあると思います。発

言の内容ですね。御協力いただきたいと思い

ます。きょうはどうもありがとうございまし

た。


